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藤枝検査所が「藤枝市男女共同参画推進事業所」として認定されました。

☆男女共同参画推進事業所とは？

男女共同参画の推進に理解と意欲があり、仕事と家庭の両立に配慮しながら男女がともに働き

やすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる先進的な事業所を、市長が認定するもので

す。

市内の事業所における男女共同参画の普及・推進を目指して平成23年度に創設された制度で

す。（藤枝市ホームページより抜粋）




